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(57)【要約】
【課題】温間鍛造において優れた潤滑性を示すことがで
きる温間鍛造処理方法を提供すること。
【解決手段】化成皮膜形成工程と潤滑剤皮膜形成工程と
を行うことにより、被鍛造材１の表面に、リン酸亜鉛又
は高融点金属とリン酸亜鉛とを含有するリン酸塩化成皮
膜１１と非電解質成分を含有する潤滑剤皮膜１２、１３
とから構成される温間鍛造潤滑膜１５を形成する方法で
ある。化成皮膜形成工程においては、被鍛造材１の表面
に、電解処理によりリン酸塩化成皮膜１１を形成する。
潤滑膜形成工程においては、リン酸塩化成皮膜１１を形
成した被鍛造材１を、潤滑剤を溶媒中に溶解又は分散し
てなる潤滑剤槽中に浸漬し、潤滑剤皮膜１２、１３を形
成する。リン酸塩化成皮膜１１と無機潤滑膜１２及び／
又は有機潤滑膜１３とからなる温間鍛造潤滑膜１５を５
０ｇ／ｍ2を越える量で形成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属からなる被鍛造材の表面に、リン酸亜鉛、又は温鍛加工時に上記被鍛造材が加熱さ
れる温度と同等以上の融点を有する高融点金属とリン酸亜鉛とを含有するリン酸塩化成皮
膜と、非電解質成分を含有する潤滑剤皮膜とから構成される温間鍛造潤滑膜を形成する温
間鍛造潤滑膜の形成方法において、
　上記被鍛造材の表面に、電解処理により、上記リン酸塩化成皮膜を形成する化成皮膜形
成工程と、
　上記リン酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を、潤滑剤を溶媒中に溶解又は分散して
なる潤滑剤槽中に浸漬し、上記リン酸塩化成皮膜上に上記潤滑剤皮膜を形成する潤滑剤皮
膜形成工程とを行い、
　上記リン酸塩化成皮膜と上記潤滑剤皮膜とからなる上記温間鍛造潤滑膜を５０ｇ／ｍ2

を越える量で形成することを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項２】
　請求項１において、上記潤滑剤皮膜は、層状構造を有する無機高分子化合物からなる無
機潤滑膜及び／又は層状構造を有する有機高分子化合物からなる有機潤滑膜から構成され
ていることを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項３】
　請求項２において、上記無機高分子化合物は、グラファイト（黒鉛）であり、上記有機
高分子化合物はステアリン酸ナトリウムであることを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方
法。
【請求項４】
　請求項２又は３において、上記潤滑剤皮膜形成工程においては、上記無機潤滑膜上に上
記有機潤滑膜を積層形成することを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか一項において、上記潤滑剤皮膜形成工程においては、無機高分
子化合物からなる無機潤滑剤を溶媒中に分散又は溶解してなる無機潤滑剤槽に、上記リン
酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を２回以上繰り返し浸漬することにより、上記無機
潤滑膜を形成することを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項６】
　請求項５において、上記無機潤滑剤槽に上記被鍛造材を２回以上繰り返し浸漬させる際
には、ｎ回目（ｎは１以上の整数）の浸漬を行った後、上記無機潤滑剤槽から上記被鍛造
材を引き上げて、該被鍛造材上に形成された上記無機潤滑膜の表面から水分を蒸発させた
後、直ちにｎ＋１回目の浸漬を行うことを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項７】
　請求項２～６のいずれか一項において、上記無機潤滑膜の形成にあたっては、温度２０
０℃以下に加熱した上記被鍛造材を、室温から温度４０℃の上記無機潤滑剤槽に５秒以下
浸漬し、次いで乾燥を行うという浸漬乾燥工程をことにより、該浸漬乾燥工程１回あたり
に形成される上記無機潤滑膜の皮膜形成量を制御すると共に、上記浸漬乾燥工程を繰り返
すことにより上記無機潤滑剤膜を複数積層形成することを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形
成方法。
【請求項８】
　請求項２～７のいずれか一項において、上記潤滑剤皮膜形成工程においては、有機高分
子化合物からなる有機潤滑剤を溶媒中に分散又は溶解してなる有機潤滑剤槽に、上記リン
酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を１回又は２回以上浸漬することにより、上記有機
潤滑膜を形成することを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項において、上記リン酸塩化成皮膜は、電解リン酸塩化成処
理法で得られたリン酸塩皮膜成分を示差熱分析した時、リン酸塩結晶の含水塩（Ｚｎ3(Ｐ
Ｏ4) 2・４Ｈ2Ｏ）が２００℃以下で分解することを示す示差走査熱量曲線の変動を示さ
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ない結晶を有する皮膜であることを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項において、上記化成皮膜形成工程においては、硝酸塩又は
リン酸溶液に溶解させた状態の亜鉛と、リン酸と、上記高融点金属の硝酸塩とを水に溶解
させて、電解リン酸塩化成処理浴を作製し、該電解リン酸塩化成処理浴中で、上記高融点
金属と同じ材質の金属材料を一方の電極とし、上記被鍛造材をもう一方の電極として、両
電極間で直流電源を用いた電解を行うことにより、上記リン酸塩化成皮膜を上記被鍛造材
に形成することを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれか一項において、上記化成皮膜形成工程においては、硝酸塩又は
リン酸溶液に溶解させた状態の亜鉛と、リン酸とを水に溶解させて、電解リン酸塩化成処
理浴を作製し、該電解リン酸塩化成処理浴中で、亜鉛を一方の電極とし、上記被鍛造材を
もう一方の電極として、両電極間で直流電源を用いた電解を行うことにより、上記リン酸
塩化成皮膜を上記被鍛造材に形成することを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１において、上記化成皮膜形成工程においては、上記被鍛造材を陽極
として、上記電解リン酸塩化成処理浴に不溶性の電極材を陰極として陽極電解を行った後
、皮膜主成分となる金属材料を陽極とし、上記被鍛造材を陰極として陰極電解を行うこと
により、上記リン酸塩化成皮膜を上記被鍛造材に形成することを特徴とする温間鍛造潤滑
膜の形成方法。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項において、上記被鍛造材は、鉄、鉄合金、銅合金、アル
ミニウム、又はアルミニウム合金からなることを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温間鍛造加工に用いられる温間鍛造潤滑膜の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属の温間鍛造加工においては、金属の被鍛造材と金型とが直接接触すると、金属の焼
付けが発生する。そのため、被鍛造材と金型との間に潤滑膜又は潤滑剤を介在させること
が行われていた。具体的には、被鍛造材に潤滑膜を形成したり、金型に金型潤滑剤を噴霧
・塗布することにより、被鍛造材と金型との潤滑性を高めることが行われていた。また、
被鍛造材の表面に潤滑性を有する皮膜を形成することは、金型潤滑剤の噴霧量を極力減ら
し、温鍛プレス機周辺の作業環境を改善することになる為、温間鍛造に対応可能な潤滑皮
膜の形成が検討されてきた。
【０００３】
　具体的には、例えば、無機塩と二硫化モリブデン、又は無機塩と黒鉛等から構成された
潤滑皮膜を被鍛造材に形成する技術が開発されている（特許文献１参照）。特許文献１の
実施例には、被膜量を４．６～２８．７ｇ／ｍ2にすることが示されている。特許文献１
には、被鍛造材を無機塩と黒鉛等から構成された処理浴に浸漬し潤滑皮膜を形成する方法
が示されている。
【０００４】
　また、リン酸塩化成皮膜を温間鍛造加工用の被鍛造材に形成する技術が開発されている
（特許文献２参照）。そして、引用文献２には、リン酸塩化成皮膜上に、黒鉛（グラファ
イト）、二硫化モリブデン、合成雲母、ステアリン酸ナトリウム等の潤滑成分を付着させ
潤滑皮膜を形成することが示されている。
【０００５】
　また、非特許文献１には、金型への塗布に加えて、黒鉛のビレットコーティング、即ち
、黒鉛を予め被鍛造材に塗布し皮膜を形成させることを併用することが示されている。
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　また、非特許文献１には、作業改善の為、白色あるいは透明の非黒鉛系の金型潤滑剤が
使用されており、非黒鉛系としては水溶性ポリマーを利用する事が示されている。しかし
、現在のところ、温間鍛造の適用条件が厳しくなり、形状の複雑化や要求精度の高度化も
あり、超微粒子黒鉛を使用されるようになったが、黒鉛潤滑剤を完全に置き換える事はで
きないと記述されている。そして環境にやさしい非黒鉛系の潤滑剤開発を要求している。
【０００６】
　また、非特許文献１には、冷間鍛造に関する技術状況が示されている。そして、冷間鍛
造では潤滑剤皮膜量と冷鍛加工性が密接に関係している事が示されており、潤滑処理皮膜
量を管理すべき事が示されている。そこに示された冷間鍛造での良好な潤滑皮膜量は、リ
ン酸塩皮膜（下層）：６．０ｇ／ｍ2、金属石鹸皮膜（有機物）量（中層）：３．９ｇ／
ｍ2、未反応石鹸皮膜（有機物）量（上層）：３．２ｇ／ｍ2であり、合計した潤滑処理皮
膜量は１３．１ｇ／ｍ2である。この潤滑処理皮膜量は、冷間鍛造での皮膜量の範囲が１
０～２０ｇ／ｍ2である事を示している。
　非特許文献１での、冷間鍛造に関する記述（５０頁）は温間鍛造に関する記述（４頁）
の１０倍以上である。また、冷間鍛造では、潤滑法に関する項目を設けて説明しているが
、温間鍛造ではそのような事はない。
【０００７】
　非特許文献１から現状の温鍛加工の潤滑処理は、冷鍛加工に比較し大きく遅れている事
を示している。それは、温鍛加工での適切な潤滑処理技術の開発を必要とし、その中には
潤滑処理皮膜量の管理を含むものと考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平６－１９９４号公報
【特許文献２】特開２００７－４６１４９号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】日本塑性加工学会編、「塑性加工便覧」、日本、コロナ社、２００６年
、ｐ．３３２－３３７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　温間鍛造加工において、金属からなる被鍛造材に形成する上述の従来の潤滑皮膜は、そ
の潤滑性が未だ充分ではなかった。そのため、金型へ噴霧する例えば黒鉛の金型潤滑剤の
量を充分に低減させることができず、作業環境を充分に改善させることが困難であった。
黒鉛の型への噴霧は、プレス型周辺に黒色の黒鉛を撒き散らす事であり、プレス機周辺が
黒色になる。潤滑剤の非黒鉛化は、プレス機周辺の黒色化を防止する事になる。
【００１１】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、温間鍛造において優れた潤滑性
を示し、作業環境を改善することができる温間鍛造潤滑膜の形成方法を提供しようとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、金属からなる被鍛造材の表面に、リン酸亜鉛、又は温鍛加工時に上記被鍛造
材が加熱される温度よりも高い融点を有する高融点金属とリン酸亜鉛とを含有するリン酸
塩化成皮膜と、非電解質成分を含有する潤滑剤皮膜とから構成される温間鍛造潤滑膜を形
成する温間鍛造潤滑膜の形成方法において、
　上記被鍛造材の表面に、電解処理により、上記リン酸塩化成皮膜を形成する化成皮膜形
成工程と、
　上記リン酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を、潤滑剤を溶媒中に溶解又は分散して
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なる潤滑剤槽中に浸漬し、上記リン酸塩化成皮膜上に上記潤滑剤皮膜を形成する潤滑剤皮
膜形成工程とを行い、
　上記リン酸塩化成皮膜と上記潤滑剤皮膜とからなる上記温間鍛造潤滑膜を５０ｇ／ｍ2

を越える量で形成することを特徴とする温間鍛造潤滑膜の形成方法にある（請求項１）。
【発明の効果】
【００１３】
　以下、本願発明について説明する。
　まず、従来技術（非特許文献１、特許文献１及び特許文献２）及び本願発明について、
温鍛加工での潤滑処理状況を下記の表１にまとめる。
【００１４】
【表１】

【００１５】
　初めに鍛造加工での潤滑作用を考察し、その対応策を示す。
　鍛造加工は、被鍛造材に圧力を加え鍛造型の形状に成形するものである。その工程で、
被鍛造材は鍛造型に物理的に接触し変形する。しかし、被鍛造材と鍛造型が直接接触する
と、それに伴って型が破損するため、両者の間に潤滑剤を介在させることが行われている
。これは、鍛造加工は、一方の材料（被鍛造材）には圧力・熱等のエネルギーを加え変形
させるが、もう1つの材料（鍛造型）には加えられたエネルギーの影響（移動）を最小限
に抑えることが要求される事を示している。そして、鍛造型に対する影響（エネルギー移
動）を少なくすることを確実なものとするため、両者の間に介在し、直接の接触を避ける
ためのものとしての潤滑剤を機能させることが望まれる。
【００１６】
　被鍛造材を鍛造加工する事は、被鍛造材を鍛造型に物理的に接触させ型の形状に沿って
変形させる事である。故に、潤滑剤の機能は被鍛造材と型が物理的に接触する表面での熱
エネルギー移動に伴う化学反応を伴う接触を防止し、被鍛造材から鍛造型への金属イオン
等の移動を防ぐ事である。金属イオンが移動する事は、電気化学的な作用である。従って
、鍛造加工は、電気化学的現象として考察する事ができる。電解質を挟んで２つの金属材
料を対置させれば、２つの金属材料は電気化学的には陽極―陰極として作用することは、
電気化学的な現象として説明できる。そして、両者の間に熱・圧力等のエネルギーを印加
すれば、電気化学的作用は促進される。
　鍛造加工での型の破損は、両者間のエネルギー移動（被鍛造材から鍛造型へ）が大きく
なり、それに伴って型の表面が溶解する事で起こる現象である。
【００１７】
　潤滑剤の機能向上は、両者間の電気化学的作用を抑止する機能を向上させることである
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。又、温鍛加工では被鍛造材を加熱する事から、潤滑剤は、温鍛加工時の温度（３００～
９００℃）に加熱された状態で機能することが要求される。その為には、潤滑皮膜の化学
的構造が温鍛加工時の温度で大幅に変化せず、電気化学的絶縁性を保持することが要求さ
れる。
　また、潤滑性を維持するために、潤滑皮膜は温鍛加工時の被鍛造材の伸びに追随して、
同様に伸びることが求められる。
【００１８】
　本発明は、潤滑剤の機能を電気化学的現象として把握し、被鍛造材への潤滑皮膜の形成
を化学反応レベル（分子レベル）から考察し向上させるものである。
　表１の非特許文献1（従来技術１）の方法は、被鍛造材への潤滑皮膜の形成を物理的方
法のみで行っている。従って、被鍛造材表面で分子レベルの物質（イオン）から皮膜が形
成されているのではない。すなわち、非特許文献１の皮膜形成は、溶液に溶解したイオン
成分が反応し１０μｍレベルの膜厚を有する皮膜となったものではない。また、物理的手
法のみの場合には、黒鉛などの潤滑成分を３０ｇ／ｍ2を超えて均一に形成する事は不可
である。故に、非特許文献1（従来技術１）の方法は、皮膜の緻密さが充分でなく、且つ
充分な皮膜量を確保できない事から、被鍛造材から鍛造型へのエネルギー移動を抑制する
能力は小さい。故に、被鍛造材の相手側である型潤滑剤に黒鉛が多用される事になる。
【００１９】
　本発明の内容を具体的に示す。
　本発明においては、上記被鍛造材の表面に耐熱性を有する上記リン酸塩化成皮膜を電解
処理で化学反応させるという化学的手段により形成する（上記化成皮膜形成工程）。次い
で、その上に黒鉛などの潤滑剤成分を付着させて上記潤滑剤皮膜を浸漬などの物理的手段
で（化学反応なしで）形成する（潤滑剤皮膜形成工程）。そして、これら２つの手段によ
って形成する、上記リン酸塩化成皮膜と上記潤滑剤皮膜とからなる上記温間鍛造潤滑膜を
５０ｇ／ｍ2を越える量で形成する。
【００２０】
　耐熱性を有する上記リン酸塩化成皮膜とは、加熱されても大きな化学構造の変化を生じ
ない皮膜を示す。具体的には、例えばリン酸塩化成皮膜を示差熱分析した時、２００℃付
近でリン酸塩化合物から結晶水が脱離する現象を示さない皮膜を示す。
　そして、上記被鍛造材の表面に均一に絶縁性を有する無機化合物である上記リン酸塩化
成皮膜を形成することは、潤滑皮膜の絶縁性を確保する事であり、被鍛造材からの金属イ
オン等の移動を防ぐ事に寄与する。
【００２１】
　本発明においては、次いで黒鉛等の潤滑剤皮膜をリン酸塩化成皮膜の上に形成する。黒
鉛等の潤滑剤皮膜は、例えば被鍛造材を１００℃以下で加熱し潤滑剤を溶解・分散させた
潤滑剤槽中に浸漬し、引上げることで形成することができる。すなわち、潤滑剤皮膜は、
被鍛造材表面に潤滑剤成分を物理的に吸着させて形成する。リン酸塩化成皮膜が化学反応
を経て形成されるのに対して、潤滑剤皮膜は化学反応無しで形成される。従って、化成皮
膜と潤滑剤皮膜では形成方法が基本的に異なる。
　リン酸塩化成皮膜は絶縁性を有する無機高分子化合物（結晶）で構成されており、同じ
く非電解質で高分子化合物である黒鉛等の潤滑剤成分と親和性を有する。このため、上記
潤滑剤は被鍛造材表面、即ち上記リン酸塩化成皮膜上に速やかに分散し均一な皮膜を形成
することができる。
【００２２】
　表１に示す特許文献２（従来技術２）の方法は、ここまでの内容にて被鍛造材に潤滑皮
膜を形成したものである。特許文献２と本発明との違いは、潤滑皮膜量に対する考察の有
無である。特許文献２に示した方法では、被鍛造材を潤滑剤を溶解・分散させた処理浴に
浸漬するのは１回のみである。その方法では、リン酸塩化成皮膜＋潤滑皮膜量は概ね５０
ｇ／ｍ2以下である。
　一方、本発明においては、上記被鍛造材を、潤滑剤を溶解・分散させた処理浴に浸漬す
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る操作を２回以上繰り返して行うことを推奨している。そして、２回以上繰り返し行うこ
とにより、上記リン酸塩化成皮膜と上記潤滑剤皮膜とから構成される全潤滑皮膜（上記温
間鍛造潤滑膜）を確実に５０ｇ／ｍ2を越える量で形成することができる。
【００２３】
　潤滑剤皮膜量の確保は、上記被鍛造材から鍛造型への金属イオン等を伴うエネルギーの
移動を防ぐ事に大きく寄与する。特に、温鍛加工では、被鍛造材を３００℃以上に加熱す
る事から、その有効性は大きい。したがって、本発明において形成された上記温間鍛造潤
滑膜は、温間鍛造において優れた潤滑性を示すことができる。
【００２４】
　次に、作業環境の改善について示す。
　本発明においては、温間鍛造加工における作業環境の改善を図ることができる。
　即ち、本発明によって形成された温間鍛造潤滑膜を有する上記被鍛造材を用いると、温
間鍛造時に、型潤滑剤を黒色の黒鉛系から非黒鉛系の潤滑剤（例えば水溶性有機高分子か
らなる潤滑剤）に置き換えることができる。
　一般に、黒鉛が型潤滑剤として使用されている理由は、黒鉛の融点が３５００℃であり
、温鍛加工の温度である９００℃までに比較して高いため、温鍛加工温度で型と被鍛造材
との間の絶縁性を黒鉛からなる型潤滑剤自体も確保できるからである。一方、有機系の潤
滑剤は、概ね融点が３００℃程度であり、温鍛加工温度では溶融している。従って、非特
許文献１（従来技術１）で被鍛造材に化学反応なしで形成される潤滑皮膜に対しては、型
潤滑剤は耐熱性を有することが求められ、黒鉛系のものが採用される傾向にある。
【００２５】
　本発明において、上記リン酸塩化成皮膜と上記潤滑剤皮膜とからなる上記温間鍛造潤滑
膜を５０ｇ／ｍ2を越える量で形成しており、上記温間鍛造潤滑膜自体が優れた潤滑性を
示すことができる。そのため、高融点の黒鉛（黒色潤滑剤）を型潤滑剤として噴霧しなく
ても温鍛加工が可能になり、例えば複雑な形状への加工も可能になる。
　このように、本発明においては、温間鍛造時に黒鉛からなる型潤滑剤を用いなくても加
工が可能になり、温間鍛造加工における作業環境を向上させることができる。
【００２６】
　以上のように、本発明によれば、温間鍛造において優れた潤滑性を示し、作業環境を改
善することができる温間鍛造潤滑膜の形成方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施例１にかかる、温間鍛造加工前の被鍛造材の外形を示す説明図。
【図２】実施例１にかかる、温間鍛造加工後の被鍛造材の外形を示す説明図。
【図３】実施例１にかかる、被鍛造材の表面に形成した、リン酸塩化成皮膜と無機潤滑膜
と有機潤滑膜とを有する温間鍛造潤滑膜の断面構造を示す説明図。
【図４】実施例１にかかる、電解処理による化成皮膜の形成方法（化成皮膜形成工程）を
示す説明図。
【図５】実施例１にかかる、被鍛造材を無機潤滑剤槽に浸漬して無機潤滑膜を形成する様
子を示す説明図（ａ）、被鍛造材を有機潤滑剤槽に浸漬して有機潤滑膜を形成する様子を
示す説明図（ｂ）。
【図６】被鍛造材の表面に形成した、リン酸塩化成皮膜と無機潤滑膜とを有する温間鍛造
潤滑膜の断面構造を示す説明図。
【図７】被鍛造材の表面に形成した、リン酸塩化成皮膜と有機潤滑膜とを有する温間鍛造
潤滑膜の断面構造を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　次に、本発明の好ましい実施の形態について説明する。
　本発明において、金属からなる上記被鍛造材としては、例えば鉄鋼材等を採用すること
ができる。また、非鉄金属材を採用することもできる。
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　具体的には、上記被鍛造材としては、鉄、鉄合金、銅合金、アルミニウム、又はアルミ
ニウム合金を採用することができる（請求項１３）。
【００２９】
　本発明においては、温間鍛造加工用の上記被鍛造材に上記温間鍛造用潤滑膜を形成する
。
　温間鍛造加工（温鍛加工）は、被鍛造材を室温よりも高温に加熱した後に鍛造加工する
ものである。その加熱温度は金属の種類により異なる。例えば鉄鋼からなる被鍛造材に対
しては、例えば温度３００～１０００℃で行う。また、非鉄金属からなる被鍛造材につい
ては、例えばアルミニウム、アルミニウム合金からなる被鍛造材に対しては例えば温度２
００～４５０℃で行い、銅又は銅合金からなる被鍛造材に対しては例えば温度２００～６
００℃で行う。
【００３０】
　本発明においては、上記リン酸塩化成皮膜形成工程と上記潤滑剤皮膜形成工程とを行う
ことにより、上記リン酸塩化成皮膜と上記潤滑剤皮膜とから構成される上記温間鍛造用潤
滑膜を、５０ｇ／ｍ2を越える量で形成する。
　５０ｇ／ｍ2以下の場合には、潤滑性が不十分になり、水分散性高分子化合物から構成
される型潤滑剤の使用ができる加工範囲が小さくなる。そのため、温間鍛造の作業環境が
悪化する傾向にある。
【００３１】
　上記リン酸塩化成皮膜形成工程においては、上述のごとく上記被鍛造材の表面に、電解
処理により、上記リン酸塩化成皮膜を形成する。
　上記リン酸塩化成皮膜としては、リン酸亜鉛からなるもの、又はリン酸亜鉛と上記高融
点金属とからなるものを採用することができる。上記高融点金属は、温鍛加工時に上記被
鍛造材が加熱される温度と同等程度以上の融点を有し、電解処理にて析出可能な金属であ
る。
　好ましくは、上記リン酸塩化成皮膜は、リン酸亜鉛と上記高融点金属とから構成されて
いることがよい。
【００３２】
　上記化成皮膜形成工程においては、硝酸塩又はリン酸溶液に溶解させた状態の亜鉛と、
リン酸とを水に溶解させて、電解リン酸塩化成処理浴を作製し、該電解リン酸塩化成処理
浴中で、亜鉛を一方の電極とし、上記被鍛造材をもう一方の電極として、両電極間で直流
電源を用いた電解を行うことにより、上記リン酸塩化成皮膜を上記被鍛造材に形成するこ
とが好ましい（請求項１０）。
　この場合には、硝酸塩から析出する上記高融点金属とリン酸塩とを含有し、上記高融点
金属を主体とする上記リン酸塩化成皮膜を上記被鍛造材の表面に形成することができる。
【００３３】
　また、上記化成皮膜形成工程においては、硝酸塩又はリン酸溶液に溶解させた状態の亜
鉛と、リン酸とを水に溶解させて、電解リン酸塩化成処理浴を作製し、該電解リン酸塩化
成処理浴中で、亜鉛を一方の電極とし、上記被鍛造材をもう一方の電極として、両電極間
で直流電源を用いた電解を行うことにより、上記リン酸塩化成皮膜を上記被鍛造材に形成
することができる（請求項１１）。
　この場合には、リン酸塩を主体とする上記リン酸塩化成皮膜を上記被鍛造材の表面に形
成することができる。また、この場合においても、上記高融点金属を１ｇ／ｌ以下の濃度
で処理浴に硝酸塩として混入させることが可能である。
【００３４】
　上記のごとく、電解処理により形成した上記リン酸塩化成皮膜は、耐熱性に優れ、温間
鍛造加工に好適である。
　特に、上記高融点金属とリン酸塩とを含有する上記リン酸塩化成皮膜は、より耐熱性に
優れるためより好ましい。
【００３５】
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　また、電解リン酸塩化成処理法で得られた上記リン酸塩化成皮膜は、その皮膜成分を示
差熱分析した時、リン酸塩結晶の含水塩（Ｚｎ3(ＰＯ4) 2・4Ｈ2Ｏ）が２００℃程度以下
で分解する事を示す示差走査熱量曲線の大きな変動を示さない。故にこのようにして作製
したリン酸塩化成皮膜のリン酸塩結晶は：Ｚｎ3(ＰＯ4) 2であり、優れた耐熱性を示すこ
とができる。
　したがって、上記リン酸塩化成皮膜は、電解リン酸塩化成処理法で得られたリン酸塩皮
膜成分を示差熱分析した時、リン酸塩結晶の含水塩（Ｚｎ3(ＰＯ4) 2・４Ｈ2Ｏ）が２０
０℃以下で分解することを示す示差走査熱量曲線の変動を示さない結晶を有する皮膜であ
ることが好ましく（請求項９）、この場合には、上記リン酸塩化成皮膜が結晶水を含まず
、より優れた耐熱性を発揮することができる。なお、示差熱分析においては、温度９００
℃まで昇温させ、含水塩の分解に伴う示差走査熱量曲線の変動を観察することができる。
【００３６】
　上記高融点金属としては、例えばニッケル、コバルト、及び亜鉛等を採用することがで
きる。上記高融点金属は、上記化成皮膜形成工程において、上記リン酸塩化成皮膜中に取
り込まれるが、このとき、上記電解リン酸塩化成処理浴中で２価の金属イオンとして安定
に溶解し、存在できることが好ましい。この観点から、上記高融点金属としては、上述の
ごとくニッケル、コバルト、及び亜鉛から選ばれる少なくとも１種を用いることが好まし
い。
　上記高融点金属は、硝酸塩の形で処理浴に溶解し、補給される。そして、陰極電解によ
り還元され、金属として析出する。
【００３７】
　上記高融点金属とリン酸塩とを含有する上記リン酸塩化成皮膜を形成する場合において
は、上記電解リン酸塩化成処理浴を構成する成分は、例えば、「リン酸」、「亜鉛がリン
酸を解離した状態で溶解し、リン酸イオンと会合し溶解してなる成分」、「ニッケル、コ
バルト、亜鉛から選ばれる１種以上の金属元素の硝酸塩が溶解してなる成分」がある。こ
れら以外のイオン種は、雑イオンであり、実質的に含有しないことが好ましい。
【００３８】
　また、上記高融点金属とリン酸塩とを含有する上記リン酸塩化成皮膜を形成する場合に
は、上記電解リン酸塩化成処理浴は、リン酸イオン、硝酸イオン、亜鉛イオンを含み、さ
らに皮膜成分とならないその他のイオンの濃度が０．５ｇ／Ｌ以下であり、上記高融点金
属のイオンの濃度が２０ｇ／Ｌ以上であり、かつリン酸とリン酸イオンとの合計濃度は上
記高融点金属のイオンの濃度の１／２以下であることが好ましい。
【００３９】
　また、上述のごとく、上記高融点金属としては、ニッケル、コバルト、亜鉛等を用いる
ことができる。
　ここで、亜鉛イオンは、リン酸塩として析出する成分（Ａ）と金属として析出する成分
（Ｂ）の両方に関与する。
　亜鉛イオンの上記成分（Ａ）及び上記成分（Ｂ）への配分は以下のとおりである。
　即ち、処理浴中の［Ｚｎ2+］を亜鉛のモル濃度で表し、[Ｈ3ＰＯ4＋Ｈ2ＰＯ4

-]をリン
酸のモル濃度で表す。リン酸亜鉛は、Zn3(PO4)2であり、［Ｚｎ2+］／［ＰＯ4

3-］のモル
比は２／３である。したがって、処理浴の［Ｚｎ2+］／［ＰＯ4

3-］のモル濃度比が２／
３以下である場合はリン酸亜鉛のみが皮膜として析出し、２／３以上の場合はリン酸亜鉛
＋亜鉛が皮膜として析出する。いずれの場合でも亜鉛濃度は１０ｇ／Ｌ以上であることが
好ましい。
【００４０】
　また、リン酸塩を主体とする上記リン酸塩化成皮膜を形成する場合には、上記電解リン
酸塩化成処理浴における亜鉛イオンの濃度が２０ｇ／Ｌ以上であることがより好ましい。
【００４１】
　また、硝酸イオンについては、高融点金属とリン酸塩とを含有するリン酸塩化成皮膜を
形成する場合においても、リン酸塩を主体とするリン酸塩化成皮膜を形成する場合におい
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ても、電解リン酸塩化成処理浴の金属成分は硝酸塩の形でのみ補給されるため、金属成分
の濃度に比例する濃度で供給される。例えば、ニッケルイオンとして２０ｇ／ｌを硝酸塩
（Ｎｉ(NO3) 2）から溶解すれば、硝酸イオン濃度（ｇ／ｌ）は２０×（６２×２／５８
．７）＝４２．２ｇ／ｌとなる。
【００４２】
　また、上記化成皮膜形成工程における電解は、電解電圧１８Ｖ以下で行うことが好まし
い。
【００４３】
　次に、上記リン酸塩化成皮膜は、膜厚（皮膜重量）１０～４０ｇ／ｍ2で形成すること
が好ましい。
　上記リン酸塩化成皮膜の膜厚が４０ｇ／ｍ2を越えると、皮膜が素材（被鍛造材）から
剥がれ易くなるおそれがある。一方、１０ｇ／ｍ2未満の場合には、上記リン酸塩化成皮
膜上に形成する上記潤滑剤皮膜を確実に保持することが困難になるおそれがある。
　皮膜重量の測定は、上記被鍛造材の表面に形成した皮膜をナイフ等で剥がし、その重量
を測定することにより、剥がした表面の面積辺りの重量を得る。この重量値を１ｍ2辺り
に換算して、上記皮膜重量（ｇ／ｍ2）とすることができる。
【００４４】
　また、上記化成皮膜形成工程においては、上記被鍛造材を陽極として、上記電解リン酸
塩化成処理浴に不溶性の電極材を陰極として陽極電解を行った後、皮膜主成分となる金属
材料を陽極とし、上記被鍛造材を陰極として陰極電解を行うことにより、上記リン酸塩化
成皮膜を上記被鍛造材に形成することが好ましい（請求項１２）。
　この場合には、電解処理での導通性を確保することが容易になり、上記被鍛造材に上記
リン酸塩化皮膜を容易に形成することができる。
【００４５】
　次に、上記潤滑膜形成工程においては、上述のごとく、上記化成皮膜を形成した上記被
鍛造材を、潤滑剤を溶媒中に溶解又は分散してなる潤滑剤槽中に浸漬し、上記化成皮膜上
に上記潤滑剤皮膜を形成する。
　上記潤滑剤皮膜は、層状構造を有する無機高分子化合物からなる無機潤滑膜及び／又は
層状構造を有する有機高分子化合物からなる有機潤滑膜から構成されていることが好まし
い（請求項２）。即ち、上記潤滑剤皮膜形成工程においては、上記潤滑剤皮膜として、上
記無機潤滑膜及び／又は上記有機潤滑膜を形成することができる。
　したがって、上記温間鍛造用潤滑膜は、「上記リン酸塩化成皮膜と該リン酸塩化成皮膜
上に形成された上記無機潤滑膜」、「上記リン酸塩化成皮膜と該リン酸塩化成皮膜上に形
成された上記有機潤滑膜」、又は「上記リン酸塩化成皮膜と該リン酸塩化成皮膜上に形成
された上記無機潤滑膜と該無機潤滑膜上に形成された上記有機潤滑膜」から構成すること
ができる。無機高分子化合物としては、例えば黒鉛、二硫化モリブデン等を作用すること
ができる。また、有機高分子化合物としては、ステアリン酸ナトリウム等の高級脂肪酸塩
を採用することができる。
　好ましくは上記無機高分子化合物は、グラファイト（黒鉛）であり、上記有機高分子化
合物はステアリン酸ナトリウムであることがよい（請求項３）。
　さらに、上記潤滑剤皮膜形成工程においては、上記無機潤滑膜上に上記有機潤滑膜を積
層形成することが好ましい（請求項４）。
　これらの場合には、常温では比較的脆い黒鉛からなる上記無機潤滑膜を常温では比較的
強度に優れた高級脂肪酸塩（ステアリン酸ナトリウム）からなる上記有機潤滑膜で被覆し
た構造の上記潤滑剤皮膜を形成することができる。そのため、常温での潤滑膜の脱離を防
止することができると共に、上記被鍛造材の搬送時における潤滑膜の破損を抑制すること
ができる。それ故、上記被鍛造材上に形成された上記温間鍛造潤滑膜が温間鍛造時に優れ
た潤滑性を充分に発揮することができる。
【００４６】
　上記リン酸塩化成皮膜上への上記無機潤滑膜の形成は、黒鉛等の上記潤滑剤を含む溶液
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（上記潤滑剤槽）に上記リン酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を浸漬し乾燥させるこ
とにより行うことができる。
　また、上記無機潤滑膜上への上記ステアリン酸ナトリウム等の高級脂肪酸塩からなる上
記有機潤滑膜の形成は、ステアリン酸塩等の上記有機脂肪酸塩からなる上記潤滑剤を含む
溶液（上記潤滑剤槽）に上記無機潤滑膜を形成した上記被鍛造材を浸漬し乾燥させること
により行うことができる。
【００４７】
　上記潤滑剤皮膜形成工程においては、無機高分子化合物からなる無機潤滑剤を溶媒中に
分散又は溶解してなる無機潤滑剤槽に、上記リン酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を
温度１００℃以上に加熱した後、２回以上繰り返し浸漬することにより、上記無機潤滑膜
を形成することが好ましい（請求項５）。
　この場合には、上記被鍛造材上に形成される上記温間鍛造潤滑膜をより確実に５０ｇ／
ｍ2を越える量にすることができる。
【００４８】
　また、上記無機潤滑剤槽に上記被鍛造材を２回以上繰り返し浸漬させる際には、ｎ回目
（ｎは１以上の整数）の浸漬を行った後、上記無機潤滑剤槽から上記被鍛造材を引き上げ
て、該被鍛造材上に形成された上記無機潤滑膜の表面から水分を蒸発させた後、直ちにｎ
＋１回目の浸漬を行うことが好ましい（請求項６）。
　ｎ回目の浸漬の後、ｎ＋１回目の浸漬を、上記のごとく被鍛造材上に形成された上記無
機潤滑膜の表面から水分を蒸発させた後直ちに行うことにより、上記無機潤滑膜上にさら
に無機潤滑膜を密着性よく積層形成することができる。
【００４９】
　上記無機潤滑膜の形成にあたっては、温度２００℃以下に加熱した上記被鍛造材を、室
温から温度４０℃の上記無機潤滑剤槽に５秒以下浸漬し、次いで乾燥を行うという浸漬乾
燥工程をことにより、該浸漬乾燥工程１回あたりに形成される上記無機潤滑膜の皮膜形成
量を制御すると共に、上記浸漬乾燥工程を繰り返すことにより上記無機潤滑剤膜を複数積
層形成することが好ましい（請求項７）。
　この場合には、上記無機潤滑剤膜を密着性よく積層形成することができると共に、確実
に上記温間鍛造潤滑膜を５０ｇ／ｍ2を越える量で形成することができる。
　上記無機潤滑剤槽への浸漬時間を短くすると、１回の浸漬で被鍛造材に付着する上記無
機潤滑膜の皮膜量を少なくすることができる。また、乾燥時間も短くすることができる。
１回当りの浸漬及び乾燥での皮膜形成量を少なくし、上述のごとくその操作を繰り返す事
で、皮膜量制御することができる。また、表面に凹凸がほとんどない均一な潤滑膜を形成
でき、密着性にも優れる。
　そして、積層形成により大きな厚みで形成した上記無機潤滑膜全体を乾燥（水分を完全
に除去）させることにより、厚みの均一な潤滑膜を形成することができる。
【００５０】
　上記被鍛造材に、上記無機潤滑膜（黒鉛などの層状構造無機高分子化合物から構成され
た潤滑膜）を形成する具体的な方法は例えば以下とおりである。
　即ち、まず、リン酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を、望ましくは１２０～１８０
℃に加熱する（第１操作）。次いで、その被鍛造材を所定の濃度の無機潤滑剤成分を含ん
だ処理浴（無機潤滑剤槽）に５秒以下で浸漬し、直ちに引き揚げる（第２操作）。次いで
、引き揚げた被鍛造材を温風で乾燥させ、上記鍛造材上に形成された上記無機潤滑膜の水
分を除去する（第３操作）。次いで、直ちに、無機潤滑膜を形成した被鍛造材を再度上記
処理浴（無機潤滑剤槽）に５秒以下で浸漬し、直ちに引き揚げる（第４操作）。次いで、
引き揚げた被鍛造材を温風で乾燥させ、上記鍛造材上に形成された上記無機潤滑膜の水分
を除去する（第５操作）。そして、必要に応じて第４操作及び第５操作を繰り返す。この
ような操作にて、上記無機潤滑膜の皮膜重量を３０～８０ｇ／ｍ2程度にすることができ
る。好ましくは、上記無機潤滑膜自体の皮膜量を５０ｇ／ｍ2を越える量にすることがよ
い。なお、上記被鍛造材の上記処理浴への浸漬は、より好ましくは２秒以下で行うことが
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よい。
【００５１】
　上記無機潤滑膜は、上述のごとく、被鍛造材を潤滑剤成分を含んだ処理浴に浸漬し、引
き揚げる操作で形成することができる。上記無機潤滑膜の形成は、被鍛造材表面から上記
無機潤滑剤槽の水分が抜け去ることで行われる。そして、水分が上記無機潤滑膜の表面か
ら速やかに抜け去れば、均一で密着性が良好な上記無機潤滑膜を形成することができる。
すなわち、無機潤滑膜の形成時には水分の速やかな除去が重要になる。
　本発明においては、上記のごとく、複数回の浸漬と乾燥とを繰り返して無機潤滑膜を積
層形成することができる。これにより、１回当りの膜形成量を少なくし、水分除去量を小
さくすることができる。その結果、１回当りの膜を容易に形成することができる。そして
、それを複数回繰り返すことにより、必要な潤滑剤皮膜量（例えばリン酸塩化成皮膜＋無
機潤滑膜として５０ｇ／ｍ2超過）を確実に確保することができると共に、均一で密着性
に優れた無機潤滑膜を形成することができる。尚、このように、無機潤滑膜の積層形成が
採用できるのは、上記リン酸塩化成皮膜が下地としてあり、その上に上記無機潤滑膜を形
成するからである。
【００５２】
　これに対し、１回の浸漬及び乾燥で厚い（皮膜量の大きな）皮膜を形成する場合には、
次のような問題が生じうる。
　即ち、被鍛造材に１回の浸漬・引揚で厚い膜を形成しようとすると無機潤滑剤処理浴（
無機潤滑剤槽）中で、大量の無機潤滑剤成分を被鍛造材表面に捕集することが必要になる
。そのためこの場合には、被鍛造材の温度を高くする、無機潤滑剤処理浴の濃度を高くす
る、浸漬時間を長くするなどの対応が必要となる。この場合には、１回の処理での潤滑剤
成分の付着量が大きいため、処理浴から引き揚げられた被鍛造材においては、潤滑剤成分
が上端（無機潤滑膜側）から下端（被鍛造材側）方向に移動する。そのため、被鍛造材の
上端と下端では、乾燥前の皮膜量が異なり、乾燥速度も異なる（下部＞上部）。即ち、上
部と下部では、水分除去速度が異なることになる。そのため、被鍛造材全体で均一な皮膜
を形成することが困難になる。極端な場合には、潤滑皮膜の剥れを生じるおそれがある。
【００５３】
　そのような事から、1回の浸漬・引揚でリン酸塩化成皮膜の上に厚い無機潤滑膜を形成
する事は望ましくない。従来においても同様であり、例えば上記特許文献１の実施例６で
のリン酸塩化成皮膜＋黒鉛の皮膜重量を追跡確認したところ、その皮膜重量は４０－５０
ｇ／ｍ2の範囲であった。また、従来、リン酸塩化成皮膜を用いない場合では、潤滑剤皮
膜の形成量は、一般的には３０ｇ／ｍ2以下であった。いずれの場合においても５０ｇ／
ｍ2以下である。
【００５４】
　上記潤滑剤皮膜形成工程においては、有機高分子化合物からなる有機潤滑剤を溶媒中に
分散又は溶解してなる有機潤滑剤槽に、上記リン酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を
１回又は２回以上浸漬することにより、上記有機潤滑膜を形成することができる（請求項
８）。
　このとき、上記被鍛造材として、上記リン酸塩化成皮膜と上記無機潤滑膜とを形成した
上記被鍛造材を用いることにより、上記無機潤滑膜上に上記有機潤滑膜を形成することが
できる。
　即ち、上記潤滑剤皮膜形成工程においては、上記無機潤滑剤を含む液相（無機潤滑剤槽
）に上記リン酸塩化成皮膜を形成した上記被鍛造材を浸漬して上記無機潤滑膜を形成し、
次いで上記有機潤滑剤を含有する液相（有機潤滑剤槽）に上記被鍛造材を浸漬して上記無
機潤滑膜上に上記有機潤滑膜を形成することができる。
【００５５】
　上記有機潤滑膜は有機脂肪酸塩から構成される。無機潤滑膜との主たる違いは、融点で
ある。無機潤滑膜の融点は、被鍛造材加熱温度以上であり、温鍛プレス加工時は固体であ
る。故に、固体潤滑剤として作用する。一方、有機潤滑膜の融点は、被鍛造材加熱温度以
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下であり、温鍛プレス加工時は溶融状態である。故に、有機潤滑膜は、液体潤滑剤として
作用する。
【００５６】
　上記有機潤滑膜は皮膜形成時には固体（膜）である。しかし、温鍛加工前に７５０℃程
度に加熱されると溶融状態になる。従って、有機潤滑膜が大量に付着していると加熱後に
、燃焼するか被鍛造材から脱離する。故に、大量の有機潤滑膜は不要である。有機潤滑膜
は１０～２０ｇ／ｍ2程度が望ましく、その皮膜量は無機潤滑膜の皮膜量と比較し、少な
い量にすることが望ましい。
【００５７】
　また、有機潤滑剤は、ステアリン酸ナトリウム等の有機脂肪酸塩から構成される。有機
脂肪酸塩は、７０℃以上の水溶液にはコロイド状態で溶解する。これは、無機高分子潤滑
膜成分が処理浴に分散して存在している状況とは異なる状態である。有機脂肪酸塩の構成
単位は分子であり、無機高分子材の潤滑剤は例えば１μｍ以上の粒子で構成されている。
従って、有機脂肪酸塩の皮膜（固体）は、無機高分子材の膜より、構成単位が小さくち密
な構成である。故に、常温では有機高分子剤の皮膜は、無機高分子潤滑膜より破壊されに
くい。
　そのため、上記有機潤滑膜を最外層に有する被鍛造材は、外部からの衝撃に対する耐久
性に優れている。それ故、上記被鍛造材の例えば搬送時等に外部から衝撃を受けても、上
記有機潤滑膜が潤滑剤皮膜全体を包み込み、これを保護することができる。
【００５８】
　上記リン酸塩化成皮膜、上記無機潤滑膜、及び上記有機潤滑膜は、温度３００～９００
℃で被鍛造材上で軟化し、流動性を得ることが好ましい。これにより、温間鍛造加工にお
いて、金型と上記被鍛造材とが物理的に接触して塑性変形する際に、被鍛造材表面を覆う
上記リン酸塩化成皮膜、上記無機潤滑膜、及び上記有機潤滑膜、即ち温間鍛造用潤滑膜が
上記温間鍛造加工の温度領域で溶融して流動化し、被鍛造材の塑性変形に追随して変化す
ることにより、上記被鍛造材と金型とが直接接触することを防ぐことができる。
　かかる観点から上記リン酸塩化成皮膜は、被鍛造材（金属材料）とリン酸塩の析出を伴
う電気化学反応で形成した皮膜であり、適度の密着性を有するものであることが好ましい
。
　また、上記無機潤滑膜は、黒鉛からなることが好ましく、上記有機潤滑膜を構成する有
機脂肪酸塩は、ステアリン酸塩であることが好ましい。上記ステアリン酸塩としては具体
的にはステアリン酸ナトリウムなどを採用することができる。
【００５９】
　上記化成皮膜形成工程及び上記潤滑膜形成工程においては、上記リン酸塩化成皮膜と上
記無機潤滑膜及び／又は上記有機潤滑膜とを合計で７０ｇ／ｍ2以上形成することが好ま
しい。
　この場合には、上記温間鍛造用潤滑膜の潤滑性をより一層向上させることができる。
　したがって、温間鍛造加工時に用いる金型潤滑剤として、耐熱性を有する黒鉛等の無機
潤滑剤の代わりに、耐熱性の劣る有機系潤滑剤を用いることができるようになる。そのた
め、温鍛加工時の作業環境を改善（汚れの防止・黒鉛の飛散防止など）に大きく寄与する
ことができる。
　また、場合によっては、温鍛プレス時に金型側の潤滑に併用していた金型潤滑剤の使用
を完全に廃止できる可能性がでてくる。金型潤滑剤を用いずとも、上記被鍛造材上に形成
された上記温間鍛造用潤滑膜が充分に上記金型と上記被鍛造材間の潤滑性を補填できる可
能性があるからである。少なくとも、金型潤滑剤の使用濃度を従来より低下できる可能性
がある。
【００６０】
　また、潤滑膜を被鍛造材から脱離させる事なく、確実に形成すると言うという観点から
、上記温間鍛造用潤滑膜の皮膜量、即ち、上記リン酸塩化成皮膜と上記無機潤滑膜及び／
又は上記有機潤滑膜との合計の皮膜量は、１５０ｇ／ｍ2以下がよい。
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【実施例】
【００６１】
（実施例１）
　本例においては、化成皮膜形成工程と潤滑膜形成工程とを行うことにより、図３に示す
ごとく、金属からなる被鍛造材１の表面に、リン酸塩化成皮膜１１と無機潤滑膜１２及び
／又は有機潤滑膜１３とを有する温間鍛造用潤滑膜１５を形成する。
　化成皮膜形成工程においては、被鍛造材１の表面に、電解処理により、リン酸塩化成皮
膜１１を形成する。本例の化成皮膜形成工程においては、温鍛加工時に被鍛造材１が加熱
される温度と同等以上の融点を有する高融点金属とリン酸亜鉛とを含有するリン酸塩化成
皮膜１１を形成する。具体的には、図４に示すごとく、硝酸塩又はリン酸溶液に溶解させ
た状態の亜鉛と、リン酸と、上記高融点金属の硝酸塩とを水に溶解させて、電解リン酸塩
化成処理浴２を作製し、この電解リン酸塩化成処理浴２中で、高融点金属と同じ材質の金
属材料を一方の電極３とし、被鍛造材１をもう一方の電極として、両電極間で直流電源を
用いた陰極電解を行うことにより、図３に示すごとくリン酸塩化成皮膜１１を被鍛造材１
上に形成する。
【００６２】
　また、潤滑膜形成工程においては、図５（ａ）及び（ｂ）に示すごとく、リン酸塩化成
皮膜を形成した被鍛造材１を、潤滑剤を溶媒中に溶解又は分散してなる潤滑剤槽５、６中
に浸漬し、図３に示すごとく、リン酸塩化成皮膜１１上に潤滑剤皮膜１２、１３を形成す
る。本例においては、潤滑剤皮膜として無機潤滑膜１２と有機潤滑膜１３とを形成し、有
機潤滑膜１３は無機潤滑膜１２上に積層形成する。
　具体的には、図５（ａ）に示すごとく、無機高分子化合物からなる無機潤滑剤を溶媒中
に分散又は溶解してなる常温の無機潤滑剤槽５に、リン酸塩化成皮膜を形成して温度１３
０℃程度に加熱した被鍛造材１を連続して２回以上繰り返し浸漬することにより、図３に
示すごとく無機潤滑膜１２を形成する。次いで、図５（ｂ）に示すごとく、有機高分子化
合物からなる有機潤滑剤を溶媒中に分散又は溶解してなる温度８０℃程度に加熱した有機
潤滑剤槽６に、リン酸塩化成皮膜及び無機潤滑膜を形成した被鍛造材１を１回又は２回以
上浸漬することにより、図３に示すごとく有機潤滑膜１３を形成する。
　そして、リン酸塩化成皮膜１１と無機潤滑膜１２及び／又記有機潤滑膜１３とは合計で
５０ｇ／ｍ2を越える量で形成する。本例においては１１０ｇ／ｍ2で形成する。
【００６３】
　本例においては、被鍛造材として、自動車のエンジン部品（燃料供給用ポンプの構成部
品：材質ＳＵＳ４１０相当品　マルテンサイト系ステンレス材）を用いる。温間鍛造前の
被鍛造材１を図１に示し、温間鍛造後の被鍛造材１を図２に示す。本例においては、図１
に示す被鍛造材１に、温間鍛造用潤滑膜を形成する。
【００６４】
　図３に、温間鍛造用潤滑膜１５が形成された被鍛造材１の表面の断面構造を示す。
　本例の被鍛造材１においては、被鍛造材１の表面に、温間鍛造用潤滑膜１５が形成され
ている。本例においては、温間鍛造用潤滑膜１５として、リン酸塩化成皮膜１１と、この
上に形成された無機潤滑膜１２と、さらにこの上に形成された有機潤滑膜１３とを形成す
る。
【００６５】
　以下、本例の温間鍛造潤滑膜の形成方法につき、詳細に説明する。
　まず、電解処理により、脱脂した被鍛造材１上にリン酸塩化成皮膜１１を形成する（図
３参照）。
　具体的には、図４に示すごとく、まず、リン酸及びリン酸イオン、亜鉛イオン、Ｎｉイ
オン、硝酸イオンを含有する電解リン酸塩化成処理浴２を準備した。処理浴２中の各成分
の濃度は、リン酸及びリン酸イオン：１８ｇ／Ｌ、亜鉛イオン：１２ｇ／Ｌ、Ｎｉイオン
：６９ｇ／Ｌ、硝酸イオン：１６９ｇ／Ｌである。
【００６６】
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　次いで、図４に示すごとく、この電解リン酸塩化成処理浴２中に、被鍛造材１とＮｉ板
３とを浸漬し、その後、被鍛造材１を陰極とし、Ｎｉ板３を陽極として陽極及び陰極間に
直流電源４により電圧を印加した。具体的には、２秒間で１３Ｖまで電圧を上昇させ、被
鍛造材１個（表面積１．３ｄｍ2）当たり４５Ａの電流を２３秒間流した。そのときの温
度は５５℃である。
　このようにして、図３に示すごとく、被鍛造材１の表面にリン酸塩とＮｉとを含有する
リン酸塩化成皮膜１１を形成した（化成皮膜形成工程）。リン酸塩化成皮膜１１の形成量
は、２５ｇ／ｍ2であった。
　本例において形成したリン酸塩化成皮膜１１は、上述の特許文献２（特開２００７－４
６１４９号公報）の事例からも知られるごとく、含水塩を有しないリン酸塩結晶を含む皮
膜である。
【００６７】
　次に、図３に示すごとく、リン酸塩化成皮膜１１を形成した被鍛造材１に対して、潤滑
剤皮膜（無機潤滑膜１２及び有機潤滑膜１３）を形成する。
　具体的には、まず、日本アチソン（株）製の「デルタフォージＦＢ８１８－Ｅ」と水と
を混合し、５０ｗｔ％に希釈した。そして、図５（ａ）に示すごとく、層状構造の無機高
分子化合物（黒鉛潤滑剤）を含有する無機潤滑剤槽５（黒鉛浴；常温）を作製した。この
無機潤滑剤槽５には、平均粒径４μｍ程度の黒鉛が分散し含まれている。
　また、日本シービーケミカル（株）製の「ケミリューベ４５９」と水とを混合し、図５
（ｂ）に示すごとく、有機脂肪酸塩を含有する有機潤滑剤槽６（ステアリン酸ナトリウム
３ｗｔ％濃度の液；温度８０℃）を作製した。有機潤滑剤槽６には、ステアリン酸ナトリ
ウムが溶解している。
【００６８】
　次に、図５（ａ）に示すごとく、リン酸塩化成皮膜を形成した被鍛造材１（自動車のエ
ンジン部品：燃料供給用ポンプの構成部品）を１２０－１４０℃程度に加熱し、上記の無
機潤滑剤槽５に１秒以内の時間で浸漬し、直ちに引き揚げた。次いで引き揚げた被鍛造材
１に温風を５秒程度吹きつけて乾燥し、表面が濡れた状態でなくなるまで水分を除去した
。その後、再び直ちに被鍛造材１を無機潤滑剤槽５に１秒以内の時間浸漬し、直ちに引き
揚げた。そして、引き揚げた被鍛造材１を、再度温風で乾燥し、表面が濡れた状態でなく
なるまで水分を除去した。このようにして、図３に示すごとく被鍛造材１のリン酸塩化成
皮膜上１１に無機潤滑膜１２を形成した（潤滑剤皮膜形成工程）。
【００６９】
　次いで、図５（ｂ）に示すごとく無機潤滑膜を形成し、温度８０℃程度以上に加熱した
被鍛造材１を有機潤滑剤槽６に１秒以内の時間浸漬し、直ちに引き揚げた。引き揚げた被
鍛造材１を、温風及び冷風で乾燥し、表面が濡れた状態でなくなるまで水分を除去した。
このようにして、図３に示すごとく無機潤滑膜１２上にさらに有機潤滑膜１３を形成した
。
　以上のようにして、被鍛造材１に温間鍛造潤滑膜１３として、リン酸塩化成皮膜１１、
無機潤滑膜１２、及び有機潤滑膜１３を順次積層形成した（潤滑剤皮膜形成工程）。
【００７０】
　本例における温間鍛造潤滑膜（リン酸塩化成皮膜＋無機潤滑膜＋有機潤滑膜）の皮膜量
は、１１０ｇ／ｍ2であった。尚、皮膜重量の測定は、ナイフ等の鋭利な刃物の類で、被
鍛造材表面から温間鍛造潤滑膜を剥がし、その重量を計測し剥がしたものを単位表面積あ
たりに換算（ｇ／ｍ2）したものである。
　上記温間鍛造潤滑膜には、濡れた状態の水分は含んでいない。
　表２に、本例における温間鍛造潤滑膜の構成、無機潤滑剤槽へ浸漬する際の被鍛造材の
温度、無機潤滑剤槽への浸漬回数、温間鍛造潤滑膜の皮膜量を示す。
【００７１】
　次に、温間鍛造潤滑膜を形成した被鍛造材について温間鍛造時の潤滑性の評価を行った
。
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　即ち、温間鍛造潤滑膜を形成した被鍛造材を温度７５０℃に加熱し、温間鍛造を行った
。温間鍛造は、黒鉛系潤滑剤又は有機系潤滑剤をそれぞれ用いて、あるいは型潤滑剤を用
いずに行い、その温間鍛造に必要なプレス荷重を測定した。また、温間鍛造後に、被鍛造
材の外観（バリ・カシリ傷の有無）を目視にて調べた。その結果を後述の表３に示す。
【００７２】
（比較例１）
　本例においては、実施例１と同様に、被鍛造材に、リン酸塩化成皮膜と無機潤滑膜と有
機潤滑膜とを積層形成してなる温間鍛造潤滑膜を形成する。本例の温間鍛造潤滑膜は、実
施例１と同様に、被鍛造材側から順に、リン酸塩化成皮膜と無機潤滑膜と有機潤滑膜とを
積層してなる。
【００７３】
　本例においては、無機潤滑膜の形成時に、無機潤滑剤槽の潤滑剤濃度を３０ｗｔ％とし
、無機潤滑剤槽への浸漬を１回のみとした点を除いては実施例１と同様にして、被鍛造材
に温間鍛造潤滑膜（リン酸塩化成皮膜と無機潤滑膜と有機潤滑膜）を形成した。これによ
り、皮膜量４５ｇ／ｍ2の温間鍛造潤滑膜（リン酸塩化成皮膜＋無機潤滑膜＋有機潤滑膜
）を形成した。表２に、本例における温間鍛造潤滑膜の構成、無機潤滑剤槽へ浸漬する際
の被鍛造材の温度、無機潤滑剤槽への浸漬回数、温間鍛造潤滑膜の皮膜量を示す。
【００７４】
　そして、実施例１と同様に、本例においても温間鍛造潤滑膜を形成した被鍛造材に対し
て、黒鉛系潤滑剤又は有機系潤滑剤を用いて、あるいは型潤滑剤を用いずに温間鍛造を行
い、このときのプレス荷重を測定し、温間鍛造後の被鍛造材の外観（バリ・カシリ傷の有
無）を目視にて調べた。その結果を後述の表３に示す。
【００７５】
（比較例２）
　本例においては、リン酸塩化成皮膜及び有機潤滑膜を形成せずに、被鍛造材に直接無機
潤滑膜のみを形成する。
【００７６】
　具体的には、実施例１と同様の被鍛造材を準備し、この被鍛造材を温度２００℃程度に
加熱した後、実施例１と同様に、無機潤滑剤槽に約２０秒間浸漬し、直ちに引き揚げた。
次いで、引き揚げた被鍛造材を温風で乾燥し、表面が濡れた状態でなくなるまで水分を除
去し、被鍛造材上に皮膜量２５ｇ／ｍ2の無機潤滑膜を形成した。表２に、本例における
温間鍛造潤滑膜の構成、無機潤滑剤槽へ浸漬する際の被鍛造材の温度、無機潤滑剤槽への
浸漬回数、温間鍛造潤滑膜の皮膜量を示す。
【００７７】
　そして、実施例１と同様に、本例においても温間鍛造潤滑膜を形成した被鍛造材に対し
て、黒鉛潤滑剤を用いて温間鍛造を行い、このときのプレス荷重を測定し、温間鍛造後の
被鍛造材の外観（バリ・カシリ傷の有無）を目視にて調べた。その結果を後述の表３に示
す。なお、比較例２においては、高価な鍛造型を破損させてしまうおそれが非常に高いた
め、有機系潤滑剤を用いた温間鍛造及び型潤滑剤を用いずに行う温間鍛造は省略した。
【００７８】



(17) JP 2010-270366 A 2010.12.2

10

【表２】

【００７９】



(18) JP 2010-270366 A 2010.12.2

10

20

30

40

50

【表３】

【００８０】
　表３より知られるごとく、黒鉛潤滑剤を用いた場合には、実施例１、比較例１、及び比
較例２のいずれにおいてもバリ・カシリ傷なしで温間鍛造を行うことができた。
　一方、型潤滑剤を用いないという過酷な条件で温間鍛造加工を行った場合においては、
実施例１のように被鍛造材に皮膜量５０ｇ／ｍ2を越える量で温間鍛造潤滑膜を形成する
と、５０ｇ／ｍ2未満で形成した比較例１に比べて、小さなプレス荷重で温間鍛造加工を
行うことができた。また、実施例１においては、バリの発生は非常に少なく、カシリ傷の
発生はなかったのに対し、比較例１においては、バリが多く発生し、カシリ傷が発生して
いた。
　したがって、実施例１のように皮膜量５０ｇ／ｍ2を越える量で温間鍛造潤滑膜を形成
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することにより、温間鍛造において優れた潤滑性を示す温間鍛造潤滑膜を形成でき、型潤
滑剤を用いずに行う過酷な条件下での温間鍛造加工をも可能にしうることがわかる。
【００８１】
　特に実施例１においては、無機潤滑膜の厚みを大きくすることにより温間鍛造潤滑膜全
体の皮膜量を大きくしており、無機潤滑剤槽への浸漬を複数回繰り返し行うことにより、
無機潤滑膜を積層形成していた。そのため、大きな皮膜量の無機潤滑膜を、均一にかつ密
着性よく、形成することができた。また、無機潤滑膜は、リン酸塩化成皮膜及び有機潤滑
膜と密着性よく積層形成されている。そのため、温間鍛造潤滑膜は、耐久性にもすぐれて
いる。
【００８２】
　また、実施例１のように皮膜量５０ｇ／ｍ2を越える量で温間鍛造潤滑膜を形成した被
鍛造材は、上述のごとく優れた潤滑性を示すため、温間鍛造時に使用する型潤滑剤として
、黒鉛系の型潤滑剤に代えて、有機系の型潤滑剤（水溶性有機高分子）を用いることがで
きる。実際に、表３からも知られるごとく、実施例１においては、有機系の型潤滑剤を用
いても小さなプレス荷重で充分に温間鍛造加工を行うことができる。したがって、温間鍛
造における作業環境を改善することができる。
【００８３】
　また、実施例１においては、被鍛造材１上に形成する温間鍛造潤滑膜１５として、被鍛
造材１側から順に、リン酸塩化成皮膜１１、無機潤滑膜１２、及び有機潤滑膜１３を積層
形成した（図３参照）。
　その他のバリエーションとして、図６に示すごとく、温間鍛造潤滑膜１５として、被鍛
造材１側から順に、リン酸塩化成皮膜１１及び無機潤滑膜１２を積層形成することもでき
る。また、図７に示すごとく、温間鍛造潤滑膜１５として、被鍛造材１側から順に、リン
酸塩化成皮膜１１、及び有機潤滑膜１３を積層形成することもできる。いずれにおいても
、温間鍛造潤滑膜１５全体の皮膜量を５０ｇ／ｍ2を越える量で形成することにより、温
間鍛造時の潤滑性に優れた皮膜を形成できる。
【符号の説明】
【００８４】
　１　被鍛造材
　１１　リン酸塩化成皮膜
　１２　無機潤滑膜
　１３　有機潤滑膜
　１５　温間鍛造潤滑膜
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【図３】
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